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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】超音波プローブをフリーハンドで生体の皮膚上
を操作することで正確且つ安価に超音波三次元画像を得
ることができる生体内超音波三次元画像生成装置を提供
する。
【解決手段】超音波二次元画像記憶部１０２により順次
記憶されている複数対の超音波二次元画像に基づいて、
所定の一対の超音波二次元画像とその次に記憶された一
対の超音波二次元画像との間の超音波プローブの移動方
向および移動量を算出する移動方向移動量算出部１０４
と、複数対の超音波二次元画像と、移動方向移動量算出
部１０４により算出された一対の超音波二次元画像との
間の移動方向および移動量とから、超音波三次元画像を
合成する三次元画像合成部１０６とによって、フリーハ
ンドで超音波プローブを生体の皮膚上で一方向へ走査す
ることにより、生体内の超音波三次元画像が正確に且つ
容易に得ることができる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに交差する長手方向を有する一対の超音波アレイを有する超音波プローブと、前記
一対の超音波アレイから生体内に超音波を放射させ、その超音波の反射信号に基づいて前
記生体の前記一対の超音波アレイ直下の断面画像を表す超音波二次元画像をそれぞれ得る
超音波二次元画像算出制御部とを備え、生体の皮膚上において前記一対の超音波アレイを
前記一対の超音波アレイの長手方向とは異なる方向に移動させたときに前記一対の超音波
アレイからそれぞれ得られた複数の超音波二次元画像から、前記生体の皮膚下の超音波三
次元画像を合成する生体内超音波三次元画像生成装置であって、
　前記一対の超音波アレイ直下の一対の超音波二次元画像を所定の周期で順次記憶する超
音波二次元画像記憶部と、
　前記超音波二次元画像記憶部により順次記憶されている複数対の超音波二次元画像のう
ちの所定の一対の超音波二次元画像とその次に記憶された一対の超音波二次元画像とに基
づいて、それら所定の一対の超音波二次元画像とその次に記憶された一対の超音波二次元
画像との間の前記超音波プローブの移動方向および移動量を算出する移動方向移動量算出
部と、
　前記超音波二次元画像記憶部により順次記憶されている複数対の超音波二次元画像と、
前記移動方向移動量算出部により算出された所定の一対の超音波二次元画像とその次に記
憶された一対の超音波二次元画像との間の前記超音波プローブの移動方向および移動量と
から、超音波三次元画像を合成する三次元画像合成部と
　を、含むことを特徴とする生体内超音波三次元画像生成装置。
【請求項２】
　前記三次元画像合成部により合成された超音波三次元画像を構成する複数の超音波二次
元画像の間において、同じ位置の画像間の濃淡を補完することで濃淡が連続する連続超音
波三次元画像を生成する補完部を、さらに含む
　ことを特徴とする請求項１の生体内超音波三次元画像生成装置。
【請求項３】
　前記移動方向移動量算出部は、前記所定の一対の超音波二次元画像とその次に記憶され
た一対の超音波二次元画像との間の並進量を移動ベクトルとして選択し、前記移動ベクト
ルの方向に基づいて前記移動方向を決定し、前記移動ベクトルの並進成分に基づいて前記
移動量を決定する
　ことを特徴とする請求項１または２の生体内超音波三次元画像生成装置。
【請求項４】
　請求項２の生体内超音波三次元画像生成装置と、
　前記補完部により生成された連続超音波三次元画像をスライスして得られる複数の短軸
画像内からそれぞれ得られる血管断面画像を重ねる最大値投影画像を用いて、長手状の動
脈血管の立体画像を抽出する動脈抽出部と、
　前記動脈抽出部により抽出された前記動脈血管の立体画像の長手方向に直交する方向の
断面画像を生成する動脈断面画像生成部と
　を、含むことを特徴とする生体動脈血管形状検出装置。
【請求項５】
　前記超音波二次元画像記憶部は、前記超音波プローブが前記生体の皮膚に所定の押圧力
で押圧された状態で前記一対の超音波アレイからそれぞれ得られた複数の超音波二次元画
像を所定の周期で記憶するものである
　ことを特徴とする請求項４の生体動脈血管形状検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手動で超音波プローブを操作して生体内の三次元超音波画像を生成する生体
内三次元超音波画像生成装置、およびその生体内三次元超音波画像生成装置により得られ
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た生体内の三次元超音波画像から動脈血管の形状を検出する生体動脈血管形状検出装置に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　診断等のために生体内の臓器を表す画像を含む超音波三次元画像を簡便に得ることが望
まれている。従来では、圧電セラミックス等から構成された複数個の超音波振動子（超音
波発振子）が一列に配列された超音波アレイを、生体の皮膚上に載置した状態で、その超
音波アレイの長手方向に直交する方向に移動させつつ超音波を放射させ、その超音波の反
射信号に基づいてその超音波アレイにより検出される複数枚の超音波断面画像から超音波
三次元画像を合成する装置が提案されている。しかし、このような装置では、超音波アレ
イの移動位置或いは移動距離を検出する位置センサを超音波アレイに設ける必要がある。
フリーハンドで超音波アレイを移動させる場合に、位置固定の基準部材との間の相対移動
を位置センサにより検出するとき、柔軟性のある生体の皮膚と超音波アレイとの間の相対
移動距離に関して上記位置センサによる検出精度が得られず、正確な超音波三次元画像が
得られなかった。上記超音波アレイを機械に保持させて移動させることも考えられるが、
装置が大型且つ高価となる。
【０００３】
　これに対して、また、上記超音波振動子を面状に多数配列した超音波プローブを構成し
、その超音波プローブを生体の皮膚上に載置した状態で超音波を放射させ、その超音波の
反射信号に基づいて超音波三次元画像を合成する装置が提案されている。この装置によれ
ば、フリーハンドで超音波プローブを扱っても正確な超音波三次元画像は得られるが、上
記超音波プローブは、超音波振動子を面状に多数配列して構成する必要があるためにその
検出面積の増大に伴ってきわめて高価となり、実用性に乏しいという欠点があった。
【０００４】
　これに対して、特許文献１に示すように、プラスチック製のフレーム（枠）とそのフレ
ーム内に所定のパターン（たとえばＮ字状）で張設した複数本のワイヤとから成る基準物
体を生体の皮膚上に載置し、超音波アレイを基準物体の上からフリーハンドで移動させ、
複数得られた二次元画像内に写っているワイヤの断面点を座標位置を画像処理によって決
定し、それら複数枚の二次元座標をそれらの座標位置に配置して超音波三次元画像を合成
する装置が提案されている。これによれば、画像処理により、複数枚の超音波二次元画像
から超音波三次元画像を合成できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－１６９３８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記基準物体のフレーム内には、超音波アレイをワイヤに接触させない程度
の厚みの空間が形成されていて、超音波アレイから放射された超音波はその空間を介して
生体に入射され、生体内からの反射はその空間を介して超音波アレイにより検出される。
このような空間は、超音波の伝播を低下させて超音波画像を生成する障害となる。このた
め、上記フレーム内には超音波の伝播を補助するゼリーが充填され、超音波アレイから放
射された超音波はそのゼリーを介して生体に入射され、生体内からの反射はそのゼリーを
介して超音波アレイにより検出される。しかし、このような場合でも、ゼリーを塗布した
皮膚に超音波アレイを接触させる場合に比較してゼリーの厚みが極端に厚いため、精度の
高い三次元画像を得ることが困難であった。また、超音波の伝播経路にワイヤが位置して
いるため、そのワイヤによる超音波の乱れが超音波画像の品質に影響することが避けられ
ないという不都合があった。
【０００７】
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　本発明は、以上の事情を背景として為されたものであり、その目的とするところは、超
音波プローブを生体の皮膚上を操作することで、生体内の超音波三次元画像を正確に且つ
容易に得ることができる生体内超音波三次元画像生成装置およびそれを用いた生体動脈血
管形状検出装置を提供することにある。
【０００８】
　本発明者等は、以上の事情を背景として種々検討を重ねるうち、生体の皮膚上において
互いに交差する長手方向をそれぞれ有する一対の超音波アレイを前記一対の超音波アレイ
の長手方向とは異なる方向にフリーハンドで移動させ、それら一対の超音波アレイからそ
れぞれ得られた複数の超音波二次元画像から、画像処理により一対の超音波アレイの移動
量を算出することができ、それぞれ得られた複数枚の超音波二次元座標にその移動量を適
用することで、高精度の超音波三次元画像を合成できることを見いだした。本発明はこの
ような知見に基づいて為されたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　すなわち、第１発明の要旨とするところは、（ａ）互いに交差する長手方向を有する一
対の超音波アレイを有する超音波プローブと、前記一対の超音波アレイから生体内に超音
波を放射させ、その超音波の反射信号に基づいて前記生体の前記一対の超音波アレイ直下
の断面画像を表す超音波二次元画像をそれぞれ得る超音波二次元画像算出制御部とを備え
、生体の皮膚上において前記一対の超音波アレイを前記一対の超音波アレイの長手方向と
は異なる方向に移動させたときに前記一対の超音波アレイからそれぞれ得られた複数の超
音波二次元画像から、前記生体の皮膚下の超音波三次元画像を合成する生体内超音波三次
元画像生成装置であって、（ｂ）前記一対の超音波アレイ直下の一対の超音波二次元画像
を所定の周期で順次記憶する超音波二次元画像記憶部と、（ｃ）前記超音波二次元画像記
憶部により順次記憶されている複数対の超音波二次元画像のうちの所定の一対の超音波二
次元画像とその次に記憶された一対の超音波二次元画像とに基づいて、それら所定の一対
の超音波二次元画像とその次に記憶された一対の超音波二次元画像との間の前記超音波プ
ローブの移動方向および移動量を算出する移動方向移動量算出部と、（ｄ）前記超音波二
次元画像記憶部により順次記憶されている複数対の超音波二次元画像と、前記移動方向移
動量算出部により算出された所定の一対の超音波二次元画像とその次に記憶された一対の
超音波二次元画像との間の前記超音波プローブの移動方向および移動量とから、超音波三
次元画像を合成する三次元画像合成部とを、含むことにある。
【００１０】
　第２発明の要旨とするところは、前記三次元画像合成部により合成された超音波三次元
画像を構成する複数の超音波二次元画像の間において、同じ位置の画像間の濃淡を補完す
ることで濃淡が連続する連続超音波三次元画像を生成する補完部を、さらに含む。
【００１１】
　第３発明の要旨とするところは、前記移動方向移動量算出部は、前記所定の一対の超音
波二次元画像とその次に記憶された一対の超音波二次元画像との間の並進量を移動ベクト
ルとして選択し、前記移動ベクトルの方向に基づいて前記移動方向を決定し、前記移動ベ
クトルの並進成分に基づいて前記移動量を決定する。
【００１２】
　第４発明の要旨とするところは、前記補完部により生成された連続超音波三次元画像を
スライスして得られる複数の短軸画像内からそれぞれ得られる血管断面画像を重ねる最大
値投影画像を用いて、長手状の動脈血管の立体画像を抽出する動脈抽出部と、前記動脈抽
出部により抽出された前記動脈血管の立体画像の長手方向に直交する方向の断面画像を生
成する動脈断面画像生成部とを、さらに含む。
【００１３】
　第５発明の要旨とするところは、前記超音波二次元画像記憶部は、前記超音波プローブ
が前記生体の皮膚に所定の押圧力で押圧された状態で前記一対の超音波アレイからそれぞ
れ得られた複数の超音波二次元画像を所定の周期で記憶するものである。
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【発明の効果】
【００１４】
　第１発明によれば、（ｂ）前記一対の超音波アレイ直下の一対の超音波二次元画像を所
定の周期で順次記憶する超音波二次元画像記憶部と、（ｃ）前記超音波二次元画像記憶部
により順次記憶されている複数対の超音波二次元画像のうちの所定の一対の超音波二次元
画像とその次に記憶された一対の超音波二次元画像とに基づいて、それら所定の一対の超
音波二次元画像とその次に記憶された一対の超音波二次元画像との間の前記超音波プロー
ブの移動方向および移動量を算出する移動方向移動量算出部と、（ｄ）前記超音波二次元
画像記憶部により順次記憶されている複数対の超音波二次元画像と、前記移動方向移動量
算出部により算出された所定の一対の超音波二次元画像とその次に記憶された一対の超音
波二次元画像との間の前記超音波プローブの移動方向および移動量とから、超音波三次元
画像を合成する三次元画像合成部とを、含むことから、超音波プローブを生体の皮膚上で
走査することにより、生体内の超音波三次元画像が正確に且つ容易に得られる。
【００１５】
　第２発明によれば、前記三次元画像合成部により合成された超音波三次元画像を構成す
る複数の超音波二次元画像の間において、同じ位置の画像間の濃淡を補完することで濃淡
が連続する連続超音波三次元画像を生成する補完部を、さらに含むことから、超音波プロ
ーブを生体の皮膚上で一方向に走査することにより、生体内の連続超音波三次元画像が正
確に且つ容易に得られる。
【００１６】
　第３発明によれば、前記移動方向移動量算出部は、前記所定の一対の超音波二次元画像
とその次に記憶された一対の超音波二次元画像との間の並進量を移動ベクトルとして選択
し、前記移動ベクトルの方向に基づいて前記移動方向を決定し、前記移動ベクトルの並進
成分に基づいて前記移動量を決定する。これにより、繰り返し記憶される超音波二次元画
像間の移動距離および方向が、センサ等を用いないで算出されるので、超音波プローブを
生体の皮膚上で一方向に走査することにより、生体内の超音波三次元画像が正確に且つ容
易に得られる。
【００１７】
　第４発明によれば、前記補完部により生成された連続超音波三次元画像をスライスして
得られる複数の短軸画像内からそれぞれ得られる血管断面画像を重ねる最大値投影画像を
用いて、長手状の動脈血管の立体画像を抽出する動脈抽出部と、前記動脈抽出部により抽
出された前記動脈血管の立体画像の長手方向に直交する方向の断面画像を生成する動脈断
面画像生成部を、さらに含む。これにより、血管壁の側部が明確となった正確な短軸断面
画像が得られる。
【００１８】
　第５発明の要旨とするところは、前記超音波二次元画像記憶部は、前記超音波プローブ
が前記生体の皮膚に所定の押圧力で押圧された状態で前記一対の超音波アレイからそれぞ
れ得られた複数の超音波二次元画像を所定の周期で記憶するものである。これにより、動
脈と同様の管状臓器である静脈が上記押圧によって圧閉されることから、血圧の高い動脈
だけが上記押圧下で管状臓器としての形状を維持するので、正確に動脈が選択される。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施例である生体内超音波三次元画像生成装置および生体動脈血管形
状検出装置を含む動脈血管評価装置の全体的な構成を示す斜視図である。
【図２】図１の動脈血管評価装置における超音波プローブの血管に対する手動操作方向を
説明する図である。
【図３】図１の動脈血管評価装置の測定対象である血管の多層膜構成を概略的に示す拡大
図である。
【図４】図１の動脈血管評価装置による動脈血管のＦＭＤ評価における、阻血開放後の血
管内腔径の変化を例示したタイムチャートである。
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【図５】図１の動脈血管評価装置に備えられた制御機能の一例の要部を説明する機能ブロ
ック線図である。
【図６】図５の超音波二次元画像算出制御部により生成された、第１短軸用超音波アレイ
探触子直下の超音波二次元画像、第２短軸用超音波アレイ探触子直下の超音波二次元画像
、及び長軸用超音波アレイ探触子直下の超音波二次元画像を、第１短軸用超音波アレイ探
触子、第２短軸用超音波アレイ探触子、及び長軸用超音波アレイ探触子と共に、斜め方向
から示す写真である。
【図７】図５の超音波二次元歯増記憶部により系列的にそれぞれ記憶された複数の、第１
短軸用超音波アレイ探触子直下の超音波二次元画像、第２短軸用超音波アレイ探触子直下
の超音波二次元画像、及び長軸用超音波アレイ探触子直下の超音波二次元画像を、斜め方
向から示す写真である。
【図８】図５の三次元画像合成部により合成された三次元超音波画像を構成する３領域を
説明する斜視図である。
【図９】図８の三次元超音波画像から得られた、時刻ｔ１のフレーム中の血管断面画像候
補、時刻２のフレーム中の血管断面画像候補、および時刻ｔｎのフレーム中の血管断面画
像候補と、それらの最大値投影を行った最大値投影画像を示す図である。
【図１０】図８の三次元超音波画像から得られた、時刻ｔ１のフレーム中の血管断面類似
画像、時刻２のフレーム中の血管断面類似画像、および時刻ｔｎのフレーム中の血管断面
類似画像と、それらの最大値投影を行った最大値投影画像を示す図である。
【図１１】図１の動脈評価装置の電子制御装置の制御作動の要部を説明するフローチャー
トである。
【図１２】図１１に含まれる動脈血管断面検出制御ルーチンを説明するフローチャート図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明において、動脈血管評価装置に含まれる超音波三次元画像生成装置は、生体の上
腕表皮下における動脈である上腕動脈だけでなく、生体の他の臓器、筋肉や骨などの超音
波三次元画像の生成に適用される。また、上記動脈血管評価装置は、生体の前腕部やトウ
骨動脈など表皮面より測定できる動脈等の他の動脈の血管形状や血管パラメータの測定に
おいても同様に適用されるものである。
【００２１】
　また、本発明において動脈血管評価装置に備えられたプローブは、好適には、互いに平
行な２列の第１短軸用超音波アレイ探触子及び第２短軸用超音波アレイ探触子と、それら
の長手方向中央部を連結する長軸用超音波アレイ探触子とを一平面に有して成るＨ型のハ
イブリッド型の超音波プローブである。しかし、一平面内において長手方向が交差する少
なくとも一対の超音波アレイ探触子を有するものであればよい。上記一対の超音波アレイ
探触子の交差角は、直角が好ましいが、やや計算が複雑となることが許容される場合には
、必ずしも直角でなくてもよい。また、上記超音波プローブは、生体の皮膚上を走査され
るとき〔必ずしもフリーハンドで走査されるだけでなく、機械に保持された状態で走査さ
れてもよい。
【００２２】
　以下、本発明の好適な実施例を図面に基づいて詳細に説明する。
【実施例】
【００２３】
　図１は、オペレータの手１０により把持された超音波プローブ１２を用いて、生体１４
の上腕１６における皮膚１８（厳密には表皮）の上からその皮膚１８直下に位置する上腕
動脈である血管２０の非侵襲的な超音波診断を行う動脈血管評価装置２２（以下、単に評
価装置２２という）の全体的な構成を例示する斜視図である。この評価装置２２は、本発
明の一実施例である超音波三次元画像生成装置および生体動脈血管形状検出装置としても
機能している。
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【００２４】
　超音波プローブ１２は、動脈血管２０に関連する生体情報すなわち血管パラメータを検
出するためのセンサとして機能するものであって、互いに平行な１対の第１短軸用超音波
アレイ探触子２４ａ及び第２短軸用超音波アレイ探触子２４ｂと、それらの長手方向と直
交する方向に長手状を成し、それらの長手方向中央部を連結する長軸用超音波アレイ探触
子２４ｃとを、１平面上すなわち平坦な探触面２５に有するＨ型の超音波プローブである
。第１短軸用超音波アレイ探触子２４ａ、第２短軸用超音波アレイ探触子２４ｂ、及び長
軸用超音波アレイ探触子２４ｃは、例えば後述する図２に示すように、圧電セラミックス
から構成された多数個の超音波振動子（超音波発振子）ａ1～ａnが直線的に配列されるこ
とにより長手状にそれぞれ構成されている。
【００２５】
　図２は、超音波プローブ１２に設けられた第１短軸用超音波アレイ探触子２４ａ、第２
短軸用超音波アレイ探触子２４ｂ、及び長軸用超音波アレイ探触子２４ｃを示す斜視図で
ある。この超音波プローブ１２は、第１短軸用超音波アレイ探触子２４ａ、第２短軸用超
音波アレイ探触子２４ｂ、及び長軸用超音波アレイ探触子２４ｃの長手方向が血管２０に
対して鋭角を成す状態でオペレータの手１０により把持され、血管２０の上を通過するよ
うに走査される。すなわち、第１短軸用超音波アレイ探触子２４ａ、第２短軸用超音波ア
レイ探触子２４ｂ、及び長軸用超音波アレイ探触子２４ｃは、生体１４の皮膚１８上を並
進させられる。
【００２６】
　図３は、評価装置２２の測定対象である血管２０の多層膜構成を概略的に示す拡大図で
ある。この図３に示す血管２０は、好適には上腕動脈であり、内膜Ｌ1、中膜Ｌ2、及び外
膜Ｌ3の３層構造を備えている。超音波の反射は、一般に音響インピーダンスの異なる部
分で発生することから、超音波を用いた動脈血管２０の状態測定において、実際は血管内
腔の血液と前記内膜Ｌ1の境界面、及び前記中膜Ｌ2と前記外膜Ｌ3との境界面が白く表示
され、組織が白黒の班で表示される。
【００２７】
　図１に示すように、評価装置２２は、ＲＡＭの一時記憶機能を利用しつつ予めＲＯＭに
記憶されたプログラムに従って入力信号を処理するＣＰＵを有する所謂マイクロコンピュ
ータから構成された電子制御装置２８と、モニタ画面表示装置（画像表示装置）３０と、
超音波駆動制御回路３２を、備えている。評価装置２２による血管状態の測定においては
、電子制御装置２８によって超音波駆動制御回路３２から駆動信号が供給されると、超音
波プローブ１２の第１短軸用超音波アレイ探触子２４ａ、第２短軸用超音波アレイ探触子
２４ｂ、及び長軸用超音波アレイ探触子２４ｃからよく知られたビームフォーミング駆動
によりビーム状の超音波が順次放射される。そして、第１短軸用超音波アレイ探触子２４
ａ、第２短軸用超音波アレイ探触子２４ｂ、及び長軸用超音波アレイ探触子２４ｃにより
超音波の反射信号が検知され、電子制御装置２８においてその検知された超音波反射信号
の処理が行われることにより、皮膚１８下の超音波二次元画像或いは超音波三次元画像が
発生させられ、必要に応じてモニタ画面表示装置３０に表示される。
【００２８】
　図１において、評価装置２２の電子制御装置２８は、超音波駆動制御部８０、検波処理
部８２、超音波信号処理部８４、カフ圧制御部８８、血管状態評価部９０、及び表示制御
部９２を備えている。これらの制御機能は、電子制御装置２８に機能的に備えられたもの
であるが、それらの制御機能のうち一部乃至全部が電子制御装置２８とは別体の制御部と
して構成され、相互に情報の通信を行うことにより以下に詳述する制御を行うものであっ
てもよい。
【００２９】
　図４は、評価装置２２の超音波プローブ１２から動脈血管２０に対して出力される超音
波の反射信号に基づいて、血管２０の超音波三次元画像から三次元動脈血管画像を抽出し
、その三次元動脈血管画像からその長手方向に直交する断面を示す超音波短軸画像を生成
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し、その超音波短軸画像から内径、内膜厚、プラーク等を測定し、さらにはＦＭＤ（Flow
-Mediated Dilation：血流依存性血管拡張反応）の評価を行う。このＦＭＤの評価に際し
て、モニタ画面表示装置３０は、動脈血管２０における内膜の径の変化率すなわち内腔径
の拡張率Ｒを時系列的に表示する。ＦＭＤの評価及び動脈血管２０の超音波画像の生成等
に際しては、超音波プローブ１２は、測定対象である動脈血管２０上の皮膚１８に対して
繰り返し走査される。
【００３０】
　評価装置２２による動脈２０の血管状態の測定においては、超音波プローブ１２は、前
記生体１４における上腕１６の皮膚１８の上からその皮膚１８直下に位置する動脈血管２
０を変形させない程度に且つ静脈圧よりは高い押圧状態で一定の姿勢で走査される。これ
により、静脈の断面画像が動脈の断面画像候補として混在することが好適に防止される。
なお、超音波プローブ１２の端面と皮膚１８との間には、超音波の減衰、境界面における
反射や散乱を抑制して超音波画像を明瞭とするためのよく知られたゼリー、オリーブ油、
グリセリン等のカップリング剤や、水を樹脂製袋内に閉じ込めた水袋等が介在させられる
。
【００３１】
　超音波駆動制御回路３２は、電子制御装置２８に備えられた超音波駆動制御部８０から
の指令に従って前記超音波プローブ２４から動脈血管２０への超音波の放射を制御する。
例えば、第１短軸用超音波アレイ探触子２４ａにおいて１列に配列された多数個の超音波
振動子ａ1乃至ａnのうち、その端の超音波振動子ａ１から一定数の超音波振動子群例えば
１５個のａ１乃至ａ１５毎に所定の位相差を付与しつつ１０ＭＨｚ程度の周波数で同時駆
動するビームフォーミング駆動することにより超音波振動子の配列方向において収束性の
超音波ビームを動脈血管２０に向かって順次放射させる。そして、超音波振動子を１個ず
つずらしながらその超音波ビームをスキャン（走査）させたときの放射毎の反射波を受信
し、電子制御装置２８へ入力させる。電子制御装置２８へ入力された反射波信号は、検波
処理部８２により検波され、超音波信号処理部８４により以下に詳述する画像合成可能な
情報として処理される。
【００３２】
　超音波信号処理部８４は、超音波プローブ１２の走査中において、動脈血管２０と他の
組織との伝播速度差によりそれらの境界から反射される超音波反射信号間の時間差処理等
を行って、第１短軸用超音波アレイ探触子２４ａ直下の超音波二次元画像である短軸断面
画像、第２短軸用超音波アレイ探触子２４ｂ直下の超音波二次元画像である短軸断面画像
、及び長軸用超音波アレイ探触子２４ｃ直下の超音波二次元画像である長軸断面画像から
成る画像データを所定の周期で繰り返し生成するとともに、その画像データを順次記憶す
る。また、超音波信号処理部８４は、記憶された画像データから超音波三次元画像を合成
するとともに、その超音波三次元画像からそれに含まれる長手状管状臓器の立体画像を抽
出し、長手状管状臓器の長手方向に直交する方向の短軸断面画像を動脈２０の断面画像と
して生成する。
【００３３】
　血管状態評価部９０は、そのようにして生成される動脈血管２０の短軸画像から、その
動脈血管２０の径或いは内皮７０の直径である内皮径（内腔径）ｄ1等を算出する。また
、動脈血管２０の内皮機能を評価するために上腕１６に巻回されたカフ６２により所定時
間圧迫された後に解放された場合には、上記内皮径（内腔径）ｄ1等を逐次算出し、虚血
反応性充血後のＦＭＤ（血流依存性血管拡張反応）を表す血管内腔径の拡張率（変化率）
Ｒ（％）［＝１００×（ｄ1－ｄa）／ｄa］を算出する。この式における「ｄa」は、安静
時の血管内腔径（ベース径、安静径）を示している。
【００３４】
　評価装置２２による血管状態の測定では、生体１４における測定部位例えば上腕１６が
カフ６２等の加圧装置により圧迫されて血流が阻止され、生体１４の一部（阻血部よりも
末梢側の部分）が虚血状態とされた後、その血流が急激に解放されて測定部位の血管２０
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の血流が急速に増加させられることで、血管壁の内皮へのずり応力増加に伴う内皮からの
一酸化窒素（ＮＯ）の産生が起こり、その一酸化窒素に依存する平滑筋の弛緩状況を調べ
ることで内皮機能の判定が行われる。
【００３５】
　表示制御部９２は、血管状態評価部９０において算出された動脈血管２０の径或いは内
皮７０の直径である内皮径（内腔径）ｄ1の虚血反応性充血後のＦＭＤ（血流依存性血管
拡張反応）を表す血管内腔径の拡張率（変化率）Ｒ（％）等を、モニタ画面表示装置（画
像表示装置）３０に表示させる。また、前記超音波三次元画像或いは連続超音波三次元画
像を必要に応じてモニタ画面表示装置（画像表示装置）３０に表示させる。
【００３６】
　図４は、評価装置２２による動脈血管２０のＦＭＤ評価における、阻血（駆血）開放後
の血管内腔径ｄ1の変化を例示したタイムチャートである。この図４においては、時点ｔ
１が阻血開放時を表しており、時点ｔ２から血管内腔径ｄ1が拡張し始め、時点ｔ３で血
管内腔径ｄ1がその最大値ｄMAXに達していることが示されている。従って、電子制御装置
２８が算出する血管内腔径の拡張率Ｒは、時点ｔ３で最大になる。
【００３７】
　評価装置２２による動脈血管２０のＦＭＤ評価のための阻血は、図１に示すように、電
子制御装置２８に備えられたカフ圧制御部８８により空気ポンプ５８及び圧力制御弁６０
等が制御されることにより実行される。例えば、電子制御装置２８からの指令に従って、
空気ポンプ５８からの元圧が圧力制御弁６０で制御され、上腕１６に巻回されたカフ６２
に供給される。具体的には、カフ６２の圧力（カフ圧）が、たとえば生体１４の最高血圧
を超える所定の阻血カフ圧にまで昇圧させられることで、ＦＭＤ評価のための前記阻血が
行われる。このとき、カフ圧制御部８８は、カフ６２の圧力（カフ圧）を検出する圧力セ
ンサ６４からの信号に応じてそのカフ圧を検出する。そして、図４においては、例えば、
カフ圧制御部８８は、阻血開放前の所定時間すなわち時点ｔ１前の所定時間にわたってカ
フ圧を阻血カフ圧で維持し、阻血開放時（時点ｔ１）においてカフ圧を直ちに大気圧にま
で減圧する。これにより、測定部位Ｐにおける動脈血管２０内の血流が急速に開始され、
評価装置２２により対象となる動脈血管２０の虚血状態からの充血後の血管径ｄmaxが測
定される。
【００３８】
　図５は、超音波信号処理部８４に備えられた制御機能の一例の要部を説明する機能ブロ
ック線図である。超音波信号処理部８４は、超音波二次元画像算出制御部１００と、超音
波二次元画像記憶部１０２と、移動方向移動量算出部１０４と、三次元画像合成部１０６
と、補完部１０８と、動脈抽出部１１０と、動脈断面画像生成部１１２とを備えている。
【００３９】
　超音波二次元画像算出制御部１００は、超音波プローブ１２の走査中において、動脈血
管２０と他の組織との伝播速度差によりそれらの境界から反射される超音波反射信号間の
時間差処理等を行って、第１短軸用超音波アレイ探触子２４ａ直下の超音波二次元画像で
ある第１短軸断面画像Ｇ１、第２短軸用超音波アレイ探触子２４ｂ直下の超音波二次元画
像である第２短軸断面画像Ｇ２、及び長軸用超音波アレイ探触子２４ｃ直下の超音波二次
元画像である長軸断面画像Ｇ３を、所定の周期で繰り返し生成する。図６は、上記の第１
短軸用超音波アレイ探触子２４ａ直下の超音波二次元画像である第１短軸断面画像Ｇ１、
第２短軸用超音波アレイ探触子２４ｂ直下の超音波二次元画像である第２短軸断面画像Ｇ
２、及び長軸用超音波アレイ探触子２４ｃ直下の超音波二次元画像である長軸断面画像Ｇ
３を、第１短軸用超音波アレイ探触子２４ａ、第２短軸用超音波アレイ探触子２４ｂ、及
び長軸用超音波アレイ探触子２４ｃと共に、斜め方向から示す写真である。
【００４０】
　超音波二次元画像記憶部１０２は、超音波二次元画像算出制御部１００により超音波プ
ローブ１２の走査中において所定の周期で繰り返し生成された、第１短軸用超音波アレイ
探触子２４ａ直下の超音波二次元画像である短軸断面画像、第２短軸用超音波アレイ探触
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子２４ｂ直下の超音波二次元画像である短軸断面画像、及び長軸用超音波アレイ探触子２
４ｃ直下の超音波二次元画像である長軸断面画像に関する画像データを、時系列的に順次
記憶する。図７は、上記時系列的にそれぞれ記憶された複数の、第１短軸用超音波アレイ
探触子２４ａ直下の超音波二次元画像である短軸断面画像、第２短軸用超音波アレイ探触
子２４ｂ直下の超音波二次元画像である短軸断面画像、及び長軸用超音波アレイ探触子２
４ｃ直下の超音波二次元画像である長軸断面画像を、斜め方向から示す写真である。
【００４１】
　超音波二次元画像記憶部１０２は、動脈２０の血管状態の測定の場合には、超音波プロ
ーブ１２が生体の上腕１４の皮膚１８に所定の押圧力で押圧された状態で、第１短軸用超
音波アレイ探触子２４ａ直下の超音波二次元画像である短軸断面画像、第２短軸用超音波
アレイ探触子２４ｂ直下の超音波二次元画像である短軸断面画像、及び長軸用超音波アレ
イ探触子２４ｃ直下の超音波二次元画像である長軸断面画像のそれぞれを所定の周期で記
憶するものである。
【００４２】
　移動方向移動量算出部１０４は、上記時系列的に記憶された第１短軸用超音波アレイ探
触子２４ａ直下の超音波二次元画像である短軸断面画像、第２短軸用超音波アレイ探触子
２４ｂ直下の超音波二次元画像である短軸断面画像、及び長軸用超音波アレイ探触子２４
ｃ直下の超音波二次元画像である長軸断面画像のそれぞれについて、たとえば時刻ｔ－１
の画像内の局所画像と時刻ｔの局所画像からテンプレトマッチングにより特定された略同
一の局所画像との間すなわち時系列で隣接する局所画像間の移動ベクトルα、β、γを、
画像内の一群の画素間の二乗誤差が最小となる並進量と移動方向を決定するオプティカル
フローを利用して、二次元画像内でそれぞれ算出し、その移動ベクトルα、β、γのうち
の少なくとも１対の移動ベクトルから第１短軸用超音波アレイ探触子２４ａ、第２短軸用
超音波アレイ探触子２４ｂおよび長軸用超音波アレイ探触子２４ｃのうちの少なくとも１
対の長手方向の交差角度に基づいて合成ベクトルを算出し、その合成ベクトルの方向およ
び長さに基づいて時刻ｔ－１の画像と時刻ｔの画像との間の移動方向および移動量すなわ
ち超音波プローブ１２の移動方向および移動量を算出する。
【００４３】
　三次元画像合成部１０６は、移動方向移動量算出部１０４により算出された、時系列で
隣接する画像間の移動方向および移動量を用いて、超音波二次元画像記憶部１０２に時系
列的に記憶されている第１短軸用超音波アレイ探触子２４ａ直下の超音波二次元画像であ
る短軸断面画像、第２短軸用超音波アレイ探触子２４ｂ直下の超音波二次元画像である短
軸断面画像、及び長軸用超音波アレイ探触子２４ｃ直下の超音波二次元画像である長軸断
面画像を配列することにより、図７に示すような三次元画像を合成する。
【００４４】
　補完部１０８は、三次元画像合成部１０６により合成された三次元画像を構成する第１
短軸用超音波アレイ探触子２４ａ直下の超音波二次元画像である短軸断面画像、第２短軸
用超音波アレイ探触子２４ｂ直下の超音波二次元画像である短軸断面画像、及び長軸用超
音波アレイ探触子２４ｃ直下の超音波二次元画像のそれぞれについて、画像間の同じ位置
にある画素間の空間の輝度（濃淡）を、その画素のそれぞれの濃淡の平均値の輝度とする
線型補完により、画像間の空間の濃淡を決定し、濃淡が連続した連続超音波三次元画像を
生成する。図８は、前記超音波三次元画像或いは連続超音波三次元画像を構成する３領域
を示す斜視図である。この３領域は、第１短軸画像Ｇ１から構成された第１三次元画像領
域ＳＧ１、第２短軸画像Ｇ２から構成された第２三次元画像領域ＳＧ２、第３長軸画像Ｇ
３から構成された第３三次元画像領域ＳＧ３である。
【００４５】
　動脈抽出部１１０は、補完部１０８により生成された連続超音波三次元画像をたとえば
１ボクセル毎にスライスした複数枚の短軸画像（フレーム）中から血管断面画像候補を抽
出するとともに、１フレーム中にその血管断面画像候補が複数位置にある場合には、各時
刻ｔ１～ｔｎのフレーム毎の血管断面画像候補の最大値投影を行って血管断面画像候補を



(11) JP 2017-148244 A 2017.8.31

10

20

30

40

50

選択する。図９は、時刻ｔ１のフレーム中の血管断面画像候補、時刻２のフレーム中の血
管断面画像候補、・・・時刻ｔｎのフレーム中の血管断面画像候補の最大値投影を行った
最大値投影画像ＧＢｍを示している。超音波二次元画像中の血管断面は、血管の側部から
の反射が小さいので、血管壁の上部および下部に対応する上下の白い領域の間に黒い領域
が形成されている。図９では、各時刻ｔ１～ｔｎのフレーム中の血管断面画像候補の最大
値投影画像ＧＢｍは、より明確な血管断面画像の特徴を示している。しかし、図１０にお
ける、時刻ｔ１のフレーム中の血管断面類似画像、時刻ｔ２のフレーム中の血管断面類似
画像、・・・と時刻ｔｎのフレーム中の血管断面類似画像の最大値投影画像ＧＢｍは、上
記血管断面画像の特徴を失っているので、血管断面画像ではないと判断できる。動脈抽出
部１１０は、上記のようにして選択された血管断面画像を各フレーム毎に追跡することで
、連続超音波三次元画像中の長手状管状臓器である動脈血管２０の立体画像を抽出する。
【００４６】
　動脈断面画像生成部１１２は、補完部１０８により生成された連続超音波三次元画像か
ら動脈抽出部１１０により抽出された動脈血管２０の長手管状の立体画像から、その長手
方向に直交する方向の動脈血管２０の横断面画像を生成する。
【００４７】
　図１１は、電子制御装置２８の超音波信号処理部８４による動脈血管検断面出制御を含
む血管状態評価制御の一例の要部を説明するフローチャートであり、所定の周期で繰り返
し実行されるものである。
【００４８】
　先ず、動脈血管断面検出制御ルーチンであるステップ（以下、ステップを省略する）Ｓ
１においては、動脈血管断面検出制御ルーチンが実行されることにより、動脈２０の長手
方向に直交する横断面画像が算出される。このＳ１の動脈血管断面検出制御ルーチンは、
図１２に示されている。
【００４９】
　図１２のＳ１１では、オペレータ１０によって把持された超音波プローブ１２がフリー
ハンドで生体の上腕１４の皮膚１８上を走査されたか否かが、たとえば超音波反射信号に
基づいて或いは図示しない移動センサの出力に基づいて判断される。このＳ１１の判断が
否定される場合は本ルーチンが終了させられる。しかし、このＳ１１の判断が肯定される
場合は、超音波二次元画像算出制御部１００に対応するＳ１２において、超音波プローブ
１２の走査中において、動脈血管２０と他の組織との伝播速度差によりそれらの境界から
反射される超音波反射信号間の時間差処理等を行って、図６に示すような、第１短軸用超
音波アレイ探触子２４ａ直下の超音波二次元画像である第１短軸断面画像Ｇ１、第２短軸
用超音波アレイ探触子２４ｂ直下の超音波二次元画像である第２短軸断面画像Ｇ２、及び
長軸用超音波アレイ探触子２４ｃ直下の超音波二次元画像である長軸断面画像Ｇ３が、所
定の周期で繰り返し算出される。
【００５０】
　次いで、超音波二次元画像記憶部１０２に対応するＳ１３では、Ｓ１２において超音波
プローブ１２の走査中において所定の周期で繰り返し生成された、第１短軸用超音波アレ
イ探触子２４ａ直下の超音波二次元画像である短軸断面画像、第２短軸用超音波アレイ探
触子２４ｂ直下の超音波二次元画像である短軸断面画像、及び長軸用超音波アレイ探触子
２４ｃ直下の超音波二次元画像である長軸断面画像に関する画像データが、時系列的に順
次記憶される。
【００５１】
　次に、移動方向移動量算出部１０４に対応するＳ１４では、Ｓ１３において時系列的に
記憶された第１短軸用超音波アレイ探触子２４ａ直下の超音波二次元画像である短軸断面
画像、第２短軸用超音波アレイ探触子２４ｂ直下の超音波二次元画像である短軸断面画像
、及び長軸用超音波アレイ探触子２４ｃ直下の超音波二次元画像である長軸断面画像のそ
れぞれについて、たとえば時刻ｔ－１の画像内の局所画像と時刻ｔの局所画像からテンプ
レトマッチングにより特定された略同一の局所画像との間すなわち時系列で隣接する局所
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画像間の移動ベクトルα、β、γが、画像内の一群の画素間の二乗誤差が最小となる並進
量と移動方向を決定するオプティカルフローを利用してそれぞれ求められ、その移動ベク
トルα、β、γの方向および長さに基づいて時刻ｔ－１の画像と時刻ｔの画像との間の移
動方向および移動量が算出される。
【００５２】
　また、三次元画像合成部１０６に対応するＳ１５では、Ｓ１４により算出された、時系
列で隣接する画像間の移動方向および移動量を用いて、超音波二次元画像記憶部１０２に
時系列的に記憶されている第１短軸用超音波アレイ探触子２４ａ直下の超音波二次元画像
である短軸断面画像、第２短軸用超音波アレイ探触子２４ｂ直下の超音波二次元画像であ
る短軸断面画像、及び長軸用超音波アレイ探触子２４ｃ直下の超音波二次元画像である長
軸断面画像を配列することにより、図７に示すような三次元画像が合成される。
【００５３】
　続いて、補完部１０８に対応するＳ１６では、Ｓ１５により合成された三次元画像を構
成する第１短軸用超音波アレイ探触子２４ａ直下の超音波二次元画像である短軸断面画像
、第２短軸用超音波アレイ探触子２４ｂ直下の超音波二次元画像である短軸断面画像、及
び長軸用超音波アレイ探触子２４ｃ直下の超音波二次元画像のそれぞれについて、画像間
の同じ位置にある画素間の空間の輝度（濃淡）を、その画素のそれぞれの濃淡の平均値の
輝度とする線型補完により、画像間の空間の濃淡を決定し、濃淡が連続した連続超音波三
次元画像が生成される。
【００５４】
　次に、動脈抽出部１１０に対応するＳ１７では、Ｓ１６により生成された連続超音波三
次元画像をたとえば１ボクセル毎にスライスした複数枚の短軸画像（フレーム）中から血
管断面画像候補を抽出するとともに、１フレーム中にその血管断面画像候補が複数位置に
ある場合には、各時刻ｔ１～ｔｎのフレーム毎の血管断面画像候補を最大値投影を行って
血管断面画像が選択されるとともに、上記のようにして選択された血管断面画像を各フレ
ーム毎に追跡することで、連続超音波三次元画像中の長手状管状臓器である動脈血管２０
の立体画像を抽出する。
【００５５】
　そして、動脈断面画像生成部１１２に対応するＳ１８では、Ｓ１６により生成された連
続超音波三次元画像からＳ１７により抽出された長手状管状臓器の立体画像である動脈血
管２０の立体画像の長手方向に直交する方向の動脈血管２０の横断面画像が生成される。
【００５６】
　図１１に戻って、Ｓ２では、上記Ｓ１８で生成された動脈血管２０の横断面画像から、
動脈２０の径たとえば内皮７０の直径である内皮径（内腔径）ｄ１が測定される。そして
、Ｓ３では、Ｓ２で測定された内皮径（内腔径）ｄ１が安静時の内腔径ｄａとして記憶さ
れる。図４の時点ｔ０はこの状態を示している。
【００５７】
　次いで、Ｓ４では、カフ６２による圧迫によって上腕１６が圧迫されて上腕１６内の動
脈血管２０が止血される。図４の時点ｔ２はこの状態を示している。次いで、Ｓ５におい
て、止血から所定時間後たとえば５分後にカフ６２による圧迫が解放されることで動脈血
管２０内の血流が急激に解放されて測定部位の血管２０の血流が急速に増加させられる。
これにより、動脈血管２０の血管壁の内皮へのずり応力増加に伴う内皮からの一酸化窒素
（ＮＯ）の産生が起こり、その一酸化窒素に依存する平滑筋の弛緩によって動脈血管２０
の内皮径の一時的増加現象が発生する。
【００５８】
　この状態において、Ｓ６では、Ｓ１と同様の動脈血管断面検出制御ルーチンが、所定の
周期で繰り返される超音波プローブ１２の走査毎に実行される。そして、Ｓ７では、Ｓ２
と同様に、Ｓ６で生成された動脈血管２０の横断面画像から、動脈２０の径たとえば内皮
７０の直径である内皮径（内腔径）ｄ１が、上記走査毎に測定され、順次測定された内皮
径（内腔径）ｄ１が止血解放後の内腔径ｄ１として逐次記憶される。図４の時点ｔ１以降
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はこの状態を示している。この止血解放後の内腔径ｄ１の測定は、Ｓ８において止血解放
後の動脈血管２０の内腔径ｄ１が、図４の時点ｔ３に示すように最大値ｄMAXに到達した
と判断されるまで、繰り返し測定される。Ｓ８の判断が否定される場合は、Ｓ６以下が繰
り返し実行される。
【００５９】
　しかし、Ｓ８において、止血解放後の動脈血管２０の内腔径ｄ１が最大値ｄMAXに到達
したと判断されると、血管状態評価部９０に対応するＳ９において、Ｓ８において判定さ
れた最大値ｄMAXとＳ３において求められた安静時の動脈２０の内皮７０の直径である内
腔径ｄaとに基づいて、動脈血管２０の内皮機能を評価するための虚血反応性充血後のＦ
ＭＤ（血流依存性血管拡張反応）を表す血管内腔径の拡張率（変化率）Ｒ（％）［＝１０
０×（ｄMAX－ｄa）／ｄa］が算出され、表示制御部９２によってモニタ画面表示装置３
０に表示される。
【００６０】
　上述のように、本実施例の動脈血管評価装置２２によれば、その超音波三次元画像生成
装置として機能する部分が、少なくとも一対の超音波アレイ（第１短軸用超音波アレイ探
触子２４ａ、第２短軸用超音波アレイ探触子２４ｂ、および長軸用超音波アレイ探触子２
４ｃのうちの少なくとも２つ）の直下の一対の超音波二次元画像をそれぞれ生成する超音
波二次元画像算出制御部１００と、超音波二次元画像算出制御部１００により逐次生成さ
れた超音波二次元画像を時系列的に記憶する超音波二次元画像記憶部１０２と、超音波二
次元画像記憶部１０２により順次記憶されている複数対の超音波二次元画像のうちの所定
の一対の超音波二次元画像とその次に記憶された一対の超音波二次元画像とに基づいて、
それら所定の一対の超音波二次元画像とその次に記憶された一対の超音波二次元画像との
間の超音波プローブ１２の移動方向および移動量を算出する移動方向移動量算出部１０４
と、超音波二次元画像記憶部１０２により順次記憶されている複数対の超音波二次元画像
と、移動方向移動量算出部１０４により算出された所定の一対の超音波二次元画像とその
次に記憶された一対の超音波二次元画像との間の超音波プローブ１２の移動方向および移
動量とから、超音波三次元画像を合成する三次元画像合成部１０６とを、含むことから、
フリーハンドで超音波プローブ１２を生体の皮膚１８上で一方向へ走査することにより、
生体内の超音波三次元画像が正確に且つ容易に得ることができる。
【００６１】
　また、本実施例の動脈血管評価装置２２によれば、その超音波三次元画像生成装置とし
て機能する部分が、三次元画像合成部１０６により合成された超音波三次元画像を構成す
る複数の超音波二次元画像の間において、同じ位置の画像間の濃淡を補完することで濃淡
が連続する連続超音波三次元画像を生成する補完部１０８を、さらに含むことから、フリ
ーハンドで超音波プローブ１２を生体の皮膚１８上で一方向に走査することにより、生体
内の連続超音波三次元画像が正確に且つ容易に得られる。
【００６２】
　本実施例の動脈血管評価装置２２によれば、その超音波三次元画像生成装置として機能
する部分の移動方向移動量算出部１０４は、所定の一対の超音波二次元画像（第１短軸画
像および第２短軸画像）とその次に記憶された一対の超音波二次元画像（第１短軸画像お
よび第２短軸画像）との間の二乗誤差をそれぞれ求め、その二乗誤差が最小となるときの
並進量を移動ベクトルとしてそれぞれ選択し、それら一対の移動ベクトルの合成ベクトル
の方向に基づいて前記移動方向を決定し、その合成ベクトルの並進成分（長さ）に基づい
て前記移動量を決定する。これにより、繰り返し記憶される超音波二次元画像間の移動距
離および方向が、センサ等を用いないで算出されるので、フリーハンドで超音波プローブ
１２を生体の皮膚上で操作することにより、生体内の超音波三次元画像が正確に且つ容易
に得られる。
【００６３】
　本実施例の動脈血管評価装置２２によれば、その超音波三次元画像生成装置を含む生体
動脈血管形状検出装置として機能する部分は、補完部１０８により生成された連続超音波
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三次元画像内に含まれる長手状管状臓器の立体画像を抽出し、その長手状管状臓器の長手
方向に直交する方向の短軸断面画像を生成する動脈断面画像生成部１１２を、含むことか
ら、動脈血管２０の血管壁の側部が明確となった正確な短軸断面画像が得られる。
【００６４】
　本実施例の動脈血管評価装置２２の超音波三次元画像生成装置を含む生体動脈血管形状
検出装置として機能する部分において、超音波二次元画像記憶部１０２は、超音波プロー
ブ１２が生体の皮膚１８に所定の押圧力で押圧された状態で一対の超音波アレイからそれ
ぞれ得られた複数の超音波二次元画像を所定の周期で記憶するものであるので、動脈血管
２０と同様の形状の管状臓器である静脈が上記押圧によって圧閉されることから、血圧の
高い動脈血管２０だけが上記の押圧下で管状臓器としての形状を維持するので、正確に動
脈血管２０が選択される。
【００６５】
　以上、本発明の好適な実施例を図面に基づいて詳細に説明したが、本発明はこれに限定
されるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲内において種々の変更が加えられて実施
されるものである。
【符号の説明】
【００６６】
１０：オペレータの手
１２：超音波プローブ
１４：生体
１６：上腕
１８：皮膚
２０：血管
２２：動脈血管評価装置
２４ａ：第１短軸用超音波アレイ探触子
２４ｂ：第２短軸用超音波アレイ探触子
２４ｃ：長軸用超音波アレイ探触子
２５：探触面
２８：電子制御装置
３０：モニタ画面表示装置（画像表示装置）
３２：超音波駆動制御回路
５８：空気ポンプ
６０：圧力制御弁
６２：カフ
６４：圧力センサ
７０：内皮
８０：超音波駆動制御部
８２：検波処理部
８４：超音波信号処理部
８８：カフ圧制御部
９０：血管状態評価部
９２：表示制御部
１００：超音波二次元画像算出制御部
１０２：超音波二次元画像記憶部
１０４：移動方向移動量算出部
１０６：三次元画像合成部
１０８：補完部
１１０：動脈抽出部
１１２：動脈断面画像生成部
Ｇ１：第１短軸画像
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Ｇ２：第２短軸画像
Ｇ３：長軸画像
ＧＢｍ：最大値投影画像
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波探头通过扫描，可以准确且容易地获得生物体内的超声波三维图像。
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